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こども家庭庁組織体制の概要 ※ 組織の名称は仮称

○ こども家庭庁の内部組織は、長官官房、こども成育局及びこども支援局の１官房２局体制で発足。
○ 定員については、内部部局が３５０名、施設等機関が８０名、合計４３０名を確保。

○ 機構については、指定職：長官、官房長、こども成育局長、こども支援局長、審議官（こども成育局担当）、審議官（こども
支援局担当）※、課長・参事官１４、室長・企画官１１で構成【別紙参照】。

１．概 要

内部部局 施設等機関（国立児童自立支援施設） 合 計

長官官房 こども成育局 こども支援局 計 武蔵野学院 きぬ川学院 計

定員数 ９７名 １６０名 ９３名 ３５０名 ４４名 ３６名 ８０名 ４３０名

５年度増員等分 ― ― ― ＋４２名 ― ― ＋１名 ＋４３名

２．主な組織構成

※この外、審議官（総合政策等担当）《充て職・３年時限》
を常駐併任で配置

こどもの視点、子育て当事者の視点に立った政策の企画立案・総合調整（こども大綱の策定、少子化対策、こどもの意見聴取と政策へ
の反映等）
必要な支援を必要な人に届けるための情報発信や広報等
データ・統計を活用したエビデンスに基づく政策立案と実践、評価、改善 など

こども成育局

妊娠・出産の支援、母子保健、成育医療等基本方針の策定
就学前の全てのこどもの育ちの保障（就学前指針（仮称）の
策定）、認定こども園教育保育要領、保育所保育指針の双方を
文部科学省とともに策定
相談対応や情報提供の充実、全てのこどもの居場所づくり
こどもの安全 など

こども支援局

様々な困難を抱えるこどもや家庭に対する年齢や制度の壁を克服
した切れ目ない包括的支援
児童虐待防止対策の強化、社会的養護の充実及び自立支援
こどもの貧困対策、ひとり親家庭の支援
障害児支援
いじめ防止を担い文部科学省と連携して施策を推進 など

長官官房（企画立案・総合調整部門）

○長官、官房長、総務課長、参事官（会計担当）、参事官（総合政策担当）

○局長、審議官、総務課長外５課長・１参事官 ○局長、審議官、総務課長外３課長

（※）内部部局の定員数（３５０名）の内訳は、既存定員（事務移管分）２０８名＋４年度増員分１００名＋５年度増員等分４２名となっている。
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区 分
令和５年度
当初予算案

【参考】
令和４年度

第２次補正予算額
（こども関係予算）

【参考】
令和４年度予算額
（移管予定分）

⼀ 般 会 計 １４，６５７ ２，４２８ １４，１３３

うち社会保障関係費 １４，５６０ ２，１２４ １４，０１８

年⾦特別会計
（⼦ども・⼦育て勘定）

３３，４４７ １，３３６ ３２，７３８

合計 ４８，１０４ ３，７６４ ４６，８７１

（単位︓億円）

（注）計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しないものがある。
（注）一般会計の金額は、年金特別会計に繰り入れる額を除いたもの。

［計数整理の結果、異動を生ずることがある。］

令和５年度 こども家庭庁関連予算の全体像

○令和5年度のこども家庭庁当初予算案（一般会計・特別会計）は、４．８兆円。令和4年度第２次補正予算で
前倒しで実施するもの等を含めれば、５.２兆円規模。

（参考１）対前年度と比較して、約1,233億円（＋2.6％）の増（一般会計及び年金特別会計）となっているが、主な要因としては、「出産・子育て応援交
付金」の継続実施（+370億円）、保育士等の処遇改善（+564億円）、保育所等の受け皿整備（+554億円）など。

（参考２）上記のほか、厚生労働省において育児休業給付（労働保険特別会計） 7,625億円（＋325億円、令和４年度：7,300億円）を確保。
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・ は、こども家庭庁準備室として新たに取り組むもの

こども家庭庁関連予算の基本姿勢
こども家庭庁関連予算の要求・編成に当たっては、以下の５つの基本姿勢を踏まえ⾏っていく。

１．こども政策は国の未来への投資であり、こどもへの投資の最重要の柱である。その実現のためには将来世代につけをまわさないように、安定財源
を確実に確保する。

２．単年度だけではなく、複数年度で戦略的に考えていく。
３．こどもの視点に⽴ち施策を⽴案し、国⺠に分かりやすい⽬標を設定して進める。
４．こども家庭庁の初年度にふさわしく、制度や組織による縦割りの狭間に陥っていた問題に横断的に取り組む。
５．⽀援を求めているこどもの声を聴き、⽀援を求めている者にしっかりと届ける。

結婚 乳幼児期（〜5歳） 学齢期以降（6歳〜） 18歳
以降

困難な状況にあるこども⽀援（児童虐待、貧困、ひとり親、ヤングケアラー、障害児、⾼校中退、⾮⾏等）

妊
娠
相
談
・
⽀
援

幼稚園
（特別⽀援学校を含む）

義務教育
（特別⽀援学校を含む）

⾼校教育
（特別⽀援学校を含む） ⼤学等

児童⼿当（15歳まで）
こどもの安全（事故防⽌、災害共済給付、性被害防⽌等）

認定こども園・保育所

就学前こども育ち指針の策定

いじめ・不登校

・赤字は主な新規事業

・認定こども園向け補助金の一元化 こどもの居場所（こどもの居場所づくり指針の策定）

〇年齢や制度の壁を克服した切れ⽬ない包括的⽀援イメージ

⺟⼦保健

新

新

新
・伴走型の支援
・定期預かりモデル事業

（放課後児童クラブ、児童館、こども⾷堂、学習⽀援の場、⻘少年センター等）
・居場所づくり支援モデル事業 新

⼦育て⽀援（未就園児含む）
（地域⼦育て⽀援拠点、ファミリー・
サポート・センター等）

新

2

・地域におけるいじめ防止対策の体制構築の推進 新

・こども関連業務従事者の性犯罪
歴等確認の仕組み（日本版DBS）

こどもの意⾒聴取と政策への反映

新

妊
産
婦
⽀
援
︵
産
後
ケ
ア
含
む
︶

結
婚
⽀
援

妊娠期
〜産後妊娠前

周産期医療 こどもに対する医療 2
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こども政策推進会議（総理を長とする閣僚会議）
こども家庭審議会

こども家庭庁関連施策の主なスケジュール（イメージ）

令和４年度
１月 ３月 ４月

令和５年度 令和6年度以降

こども家庭庁創設

こども基本法施行

骨太方針閣議決定

６月頃

児童虐待防止対策のため児童相談所や市町村の体制強化の新たなプランの推進

新子育て安心プラン
新・放課後子ども総合プラン

改正児童福祉法
順次施行

こどもの安全対策の推進（こどもバス送迎・安全徹底プランのフォローアップを含む。）

全世代型社会保障構築会議

改正児童福祉法 施行準備

こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組み（日本版DBS）の導入に向けた検討

地域におけるいじめ防止対策の体制構築の推進

こども大綱の検討

こどもの意見聴取と政策への反映

こども大綱
閣議決定 こども大綱の推進

秋頃

こども大綱
閣議決定

こども白書
国会提出

年内

就学前指針
閣議決定

居場所指針
閣議決定

就学前のこどもの育ちに係る
基本的な指針（仮称）の検討
こどもの居場所づくりに関する指針（仮称）の検討

指針の推進

指針の推進
各
種
検
討
会
な
ど
準
備
作
業

等

※検討状況を踏まえ、順次、具体化を図っていく

２月

こども政策の強化に関する
関係府省会議

たたき台
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